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決 定 要 旨

被 審 人（住所）東京都 

（氏名）Ａ 

上記被審人に対する令和元年度（判）第６号金融商品取引法違反審判事件につい

て、金融商品取引法（以下「法」という。）第１８５条の６の規定により審判長審

判官山下真、審判官城處琢也、同川嶋彩子から提出された決定案に基づき、法第１

８５条の７第１項の規定により、下記のとおり決定する。 

記 

１ 主文 

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 

⑴  納付すべき課徴金の額 金４１万円 

⑵  課徴金の納付期限   令和元年１１月６日 

２ 事実及び理由 

別紙のとおり 

令和元年９月５日 

金融庁長官 遠藤 俊英 
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別 紙 

（課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実（以下「違反事実」とい

う。）） 

被審人は、不動産の売買及び賃貸借の媒介、企業経営に関するコンサルティング

業務等を目的とし、その発行する株式が東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場さ

れているルーデン・ホールディングス株式会社（以下「ルーデンＨＤ」という。）

の役員であったが、その職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、同社の発

行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を

知りながら、平成２９年１２月２２日頃から同月２５日までの間に、口頭及びスマ

ートフォンのメッセージアプリを用いて、Ｂに対し、前記事実の公表がされる前に

ルーデンＨＤ株式の買付けをさせることにより利益を得させる目的をもって、ルー

デンＨＤ株式の買付けをすることを勧めたものである。 

Ｂは、前記事実の公表がされた平成３０年１月１０日より前の平成２９年１２月

２７日、Ｃ証券会社を介し、東京都中央区日本橋兜町２番１号所在の株式会社東京

証券取引所において、Ｄ名義で、ルーデンＨＤ株式合計１６００株を買付価額合計

５２万２４００円で買い付けたものである。 

（違反事実認定の補足説明） 

第１ 本件の争点等 

被審人は、課徴金に係る法第１７８条第１項第１７号に掲げる事実につい

て、「５年～６年前からすすめていたが今回はその延長である。１５０円の

時からすすめていた。」と記載した答弁書を提出しており、これは、Ｂに対

して５、６年前又はルーデンＨＤ株式（以下「本件株式」という。）の株価

が１５０円であったときから本件株式の買付けを勧めていたことを理由とし

て「Ｂに対し、前記事実の公表がされる前に本件株式の買付けをさせること

により利益を得させる目的」の有無を争う趣旨であるとも解される。そこで、

以下、「Ｂに対し、前記事実の公表がされる前に本件株式の買付けをさせる
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ことにより利益を得させる目的」の有無について、補足して説明する。 

なお、違反事実のその他の部分については、被審人が、答弁書の上記記載

事項以外の主張を記載した書面を提出せず、令和元年６月２１日付け釈明処

置書に対する回答もしていないところ、関係各証拠によればそのとおり認め

られる。 

第２ 認定できる事実 

 関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。 

 １ 関係者等（いずれも、特に断りのない限り本件当時） 

 (1) ルーデンＨＤ 

ルーデンＨＤは、新築マンションの内装等のハウスケア事業やビル総合

管理事業等を行う子会社の経営管理等を行う持株会社である株式会社であ

る。 

(2) 被審人等 

被審人は、ルーデンＨＤの役員であった者である。 

Ｂは、被審人が実質的に経営するＥ社の従業員であり、被審人が実質的

に経営又は管理するＥ社等の資金管理、経費や従業員への給料の支払等の

経理、総務業務を行っていた。 

２ 重要事実及び公表 

(1) 重要事実 

ルーデンＨＤの業務執行を決定する機関である被審人及び同社の役員で

あるＦは、平成２９年１１月１５日、同社の発行する株式を引き受ける者

の募集を行うことについての決定をしたところ、同決定は、法第１６６条

第２項第１号イの「会社法第１９９条第１項に規定する株式会社の発行す

る株式（中略）を引き受ける者（中略）の募集」を行うことについての決

定に該当する。なお、決定当時、被審人は、１か月から２か月程度で重要

事実を公表する予定と考えていた。 
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(2) 公表 

ルーデンＨＤは、平成３０年１月１０日午後５時４５分頃、ＴＤｎｅｔ

により、前記(1)の重要事実に係る「第三者割当により発行される株式及び

新株予約権の募集並びに主要株主の異動の見込みに関するお知らせ」を公

表した。 

３ 被審人のＢに対する推奨状況及びＢによる本件株式の売買状況等 

(1) 被審人のＢに対する従前の推奨状況 

ア 被審人は、遅くとも５、６年前頃から、及び本件株式の株価が約１５

０円だった頃、Ｂに対し、自分がルーデンＨＤを経営しているから本件

株式の株価が上がることを理由として、本件株式の買付けを何度か勧め

ていたが、Ｂは、これを聞き流しており、本件株式の買付けを検討する

には至らなかった。 

イ 被審人は、平成２９年１１月初旬頃、Ｅ社に所属する従業員であるＧ

に不動産売却の成功報酬として歩合給を支給する話合いを行っていた際、

Ｇに対し、本件株式を持つなら歩合給を支払うなどと言って本件株式の

買付けを勧めたが、その場にいたＢにも、「Ｂも買っといた方がいい

よ。」と何度も言って、本件株式の買付けを勧めた。これを受けて、Ｇ

は、Ｂに手伝ってもらって本件株式を買い付けるために証券会社の証券

口座を開設する手続をした。他方、Ｂは、本件株式の買付けを検討する

ようになったが、買付けを決心するには至らなかった。 

(2) 被審人のＢに対する平成２９年１２月の推奨状況及びＢによる買付け 

ア 被審人は、遅くとも同月２２日までに重要事実の公表が年内ではなく

平成３０年１月にずれ込む旨の報告を受けたところ、平成２９年１２月

２２日頃、自室に来たＢに対し、再度、「Ｂも買っといた方がいい

よ。」と言って、本件株式の買付けを勧めた。 
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イ Ｂは、前記アの被審人の言葉を受け、親族のＤに本件株式の買付けに

ついて相談し、Ｂが運用するためにＤ名義のＣ証券株式会社の証券口座

（以下「本件口座」という。）に残していた５０万円を利用して本件株

式を買い付けることとし、本件株式を購入することについてＤの承諾を

得て同月２３日午後７時０７分頃、本件口座を用いて、指値２８５円で

本件株式５００株の買い注文をしたが、約定しなかった。 

ウ 被審人とＢとは、同月２５日午前９時２０分から午前９時４６分まで

の間に、携帯電話のアプリケーションソフトによりメッセージをやり取

りしているところ、その内容は、以下のとおりである。 

発信者 時刻 内容 

被審人

Ｂ 

被審人

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

被審人

被審人

Ｂ 

被審人

Ｂ 

Ｂ 

被審人

9:20

9:20

9:21

9:21

9:21

9:22

9:22

9:23

9:39

9:42

9:42

9:43

9:44

株を買ったの！？ 

買えてないんです 

Ｂのだよ 

えーーー 

指値しておいたのですが、どんどん遠のいちゃっ

て。。 

縁がないのかな。。と、辞めようかと思ってます。 

指値しないで買った方が良いです！ 

１５０円の時言っていたでしょう！？ 

今からでも成り行きで？？ってことですか？明日落ち

着いたりするんじゃないかと思うのですが・・・ 

少し待ってから 

はい。そんなに沢山買えないんですけでね・・・ 

Ｄに５０万円の枠をもらったので、その中で。 

１０００万円くらい？せめて３００万円 
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Ｂ 

被審人

Ｂ 

被審人

9:44

9:44

9:45

9:46

ないです～～～～ 

３００万円なら将来１０００万円になるかも？ 

Ｄと話さないと・・・ 

３００円くらいで買って 

エ Ｂは、前記ウの被審人からのメッセージの後、同月２６日午前１１時

３８分、同月２３日にした本件株式の買い注文を取り消し、同月２６日

午後０時００分、本件口座を用いて、指値３００円で本件株式１６００

株の買い注文をしたが、約定に至らなかった。 

オ Ｂは、指値を引き上げても本件株式を買い付けることができず、被審

人からも、指値しないで買った方が良いなどという前記ウのメッセージ

を送られていたことから、同月２７日午前１０時３６分、本件口座を用

いて、成行で本件株式１６００株の買い注文をしたところ、合計５２万

２４００円（単価３２６円で１２００株、単価３２８円で４００株）で

約定した。 

第３ 争点に対する判断 

１ 前記第２の認定事実によれば、被審人は、平成２９年１１月１５日、ルー

デンＨＤの発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定を

し、１か月から２か月程度で重要事実が公表されると考えていたところ、遅

くとも同年１２月２２日までに重要事実の公表が年内ではなく平成３０年１

月にずれ込む旨の報告を受けた。 

 このように、約１か月程度という比較的近い時期に重要事実の公表が行わ

れることが予想される状況において、被審人は、平成２９年１２月２２日頃、

Ｂに対し、「Ｂも買っといた方がいいよ。」などと言って、本件株式の買付

けを勧めていた。さらに、同月２５日、携帯電話のアプリケーションソフト

により「株を買ったの！？」とのメッセージを送信して、Ｂが本件株式の買

付けをしたか否かをわざわざ確認する旨のメッセージを送信した。その上で、
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Ｂから、未だ本件株式を購入していないことのみならず、購入をやめようか

と思っているなどと伝えられるや、「指値しないで買った方が良いです！」、

「３００円くらいで買って」とのメッセージを送信して、Ｂに翻意を促し、

成行注文に変更して早く買い付けるように急かし、買い付けるべき価格を伝

えるなど、具体的な買付方法を示して本件株式の購入を積極的にもちかけ、

さらに、「１０００万円くらい？せめて３００万円」とのメッセージを送信

して、買付けの総額についての具体的金額までも示している。しかも、「３

００万円なら将来１０００万円になるかも？」とのメッセージを送信して、

現時点で本件株式を買い付ければ、本件株式の将来の株価が３倍以上になる

可能性がある旨伝え、Ｂが多額の利益を得ることが可能であることを示唆し

ている。 

このような、買付けの有無の確認、買付方法や買付けの総額の具体的な提

示、買付けによる利益取得の可能性などに言及しているメッセージの内容自

体、メッセージがやり取りされた時期を併せ考えると、被審人において、ル

ーデンＨＤの発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定

により本件株式が上昇する可能性が極めて高いことを認識した上で、Ｂに対

し、重要事実の公表がされる前に本件株式の買付けをさせて株価上昇による

利益を得させようという積極的な意思が推認される。 

 そして、被審人が、Ｅ社の従業員であるＢに対し、本件株式の買付けを勧

めることが、被審人の正当な業務行為であるといえるような事情は特段認め

られず、被審人も、銀行預金の金利が低いのでＢの資産運用の一環として本

件株式を買うように勧めたものであり、本件株式の株価が上がってもうかる

と思った旨の供述をしており、かかる供述からは、本件株式を購入させるこ

とにより、少なくとも預金の金利により得られる利益以上の利益をＢに得さ

せようとする意図があったことは明らかである上、他に、被審人において、

Ｂに対して重要事実の公表がされる前に本件株式の買付けをさせることによ
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り利益を得させる目的がなかったことをうかがわせる事情は、証拠上見当た

らない。 

 したがって、被審人には、「Ｂに対し、重要事実の公表がされる前に本件

株式の買付けをさせることにより利益を得させる目的」があったと認められ

る。 

２ これに対し、被審人は、Ｂに対して５、６年前又は本件株式の株価が１５

０円であったときから本件株式の買付けを勧めていたことを理由として「Ｂ

に対し、重要事実の公表がされる前に本件株式の買付けをさせることにより

利益を得させる目的」がなかった旨主張しているものと解される。 

この点、被審人は、遅くとも５、６年前頃から、及び本件株式の株価が約

１５０円だった頃、Ｂに対し、自分がルーデンＨＤを経営しているから本件

株式の株価が上がることを理由として、本件株式の買付けを何度か勧めてい

たことが認められるが、平成２９年１１月初旬までは、いずれもその日限り

の単発的な発言であったし、具体的な買付方法等について提示した事実も認

められない。 

他方、上記のとおり、被審人は、同年１２月２２日に買付けを勧める発言

をしただけではなく、同月２５日に携帯電話のアプリケーションソフトによ

り、買付けの有無の確認、買付方法や買付けの総額の具体的な提示、買付け

による利益取得の可能性に言及したメッセージを送信している。このような

メッセージは、以前から単発的に買付けを勧めていたものとは異なり、早期

の買付けをより積極的かつより具体的に勧めるものであって、Ｂに対し、重

要事実の公表がされる前に本件株式の買付けをさせて株価上昇による利益を

得させようという積極的な意思が推認されるから、被審人には、「Ｂに対し、

重要事実の公表がされる前に本件株式の買付けをさせることにより利益を得

させる目的」があったと認められる。 

したがって、被審人の上記主張は理由がない。 
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３ 以上によれば、被審人は、「Ｂに対し、重要事実の公表がされる前に本件

株式の買付けをさせることにより利益を得させる目的」があったと認められ

る。 

（法令の適用） 

 法第１７５条の２第１項第３号、第３項第２号、第１６７条の２第１項、第１６ 

６条第１項第１号、第２項第１号イ、第１７６条第２項 

（課徴金の計算の基礎） 

 １ 法第１７５条の２第１項第３号の規定により、当該違反行為により当該情報    

受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に２分の１を乗じて得た

額。 

   利得相当額とは、同条第３項第２号の規定により、情報受領者等が特定有価

証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて、業務等に

関する重要事実の公表がされた後２週間における最も高い価格（840円）に当

該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買

付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。 

｛（840円×1,600株）－（326円×1,200株＋328円×400株）｝×1／2 

＝410,800円 

２ 法第１７６条第２項の規定により、上記１で計算した額の１万円未満の端数

を切捨て、410,000円となる。 


